
身体介護…オムツ等の排泄や入浴、通院のお手伝いが身体介護となります。
生活援助…利用者様の部屋の掃除や洗濯、調理、買物代行等行います。
身体介護＋生活援助…入浴介助後や通院介助後、排泄介助後に利用者様の部屋の掃除や、調理、
買い物代行等身体介護と生活援助を組み合わせてサービスを提供する事ができます。

［その他にかかる料金（加算）について］

※初回加算…サービス担当責任者がサービスを提供、または介護スタッフと同行訪問しサービス
を提供した場合、初回もしくは初月にかかる加算されます(200単位）
※緊急時訪問介護加算…利用者、家族から要請を受けてサービス担当責任者がケアマネと連携し
計画にないサービス(身体介護）を提供した場合加算されます(100単位）
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)…所定単位数にサービス加算率13.7％を乗じた額が加算されます
※介護職員等特別処遇改善加算(Ⅰ)…所定単位数にサービス加算率6.3％を乗じた額が加算され
ます
※特定￥事業所加算(Ⅱ)…要件を満たした事業所に対し措定単位数に10％を乗じた額が加算され
ます
※介護職員等ベースアップ等支援加算…所定単位数にサービス加算率2.4％を乗じた額が加算さ
れます
※　早朝(6：00～8：00)のサービスについて所定単位数に25％を乗じた額が加算されます



※介護タクシーサービスは、距離に応
じてタクシー代（実費）が加算されま
す。（４㎞から100円など）


